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生活保護制度における就労支援対象者の分類と支援プログラムの創設
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はじめに

生活保護利用者に対する就労支援は，自立支援プログラ

ムの導入や生活保護制度に対する様々な諸問題の影響を受

けて，これまで以上に就労支援への積極的な動きかけが活

発になってきている。就労は生活を営む上での根幹となる

行為であり，生きる上での糧となるだけでなく，社会との

つながりを生み，個人の尊厳を保つことにもつながる重要

な意味を持つ行為でもある。生活保護利用者への就労支援

の現状は，自立支援プログラムを主とした支援体制となっ

ているが，就労支援対象者への支援はハローワークなどの

専門機関の協力は得られつつあるものの，個別支援を基礎

としているために，煩雑な業務を抱えているケースワー

カーの業務負担は，計り知れないものになっている。就労

支援における大原則は，対象者の希望の仕事(業務や業種、

勤務形態を含む)を実現することにあるが，それぞれの経

歴や特性を見極めて適切な指導を行うには時間も技術も十

分ではないのが就労支援の課題であると考える。就労支援

対象者を決定してからもハローワークに業務委託する形で

の就労支援が主流である以上，一定の成果は見込めるもの

の，生活保護利用者の自立支援を実現するためにはこれま

で以上に福祉事務所とその他の関係機関との連携が求めら

れてくるだろう。

１．研究の視点および方法、研究仮説

研究の視点としては，現時点における就労支援の課題で

ある就労支援対象者を「支援対象者として一つに括って考

えている」ことに対する支援体系の再編成である。現状で

は，就労支援対象者という一つの枠組みでしか就労支援プ

ログラムが実施されておらず，個人あるいは世帯を対象と

した就労支援は行ってはいるが生活保護利用者の生活状況

や背景を把握した上での支援は十分ではない｡結果として，

個別のケースに対応する支援が主となっており，就労支援
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対象者に対して効果的な就労支援が実施されていないこと

が懸念される。このような現状と課題を踏まえ，本稿では

就労支援対象者の実情に合った支援プログラムを実施する

ことを念頭に，就労支援対象者の分類と支援グループ毎の

支援プログラムの創設について考察していく。

研究方法として、先行研究において用いられた文献や資

料等を基に，文献研究にて行うこととする。倫理的配慮と

して，文献等の取り扱いについては，人物・その他の情報

に関してプライバシーと人権の点から配慮を行う。

本研究の成果として，①就労支援対象者を分類すること

により，就労支援対象者の詳細な枠組みが確立する，②分

類毎に支援方針を立てることが可能となり，個人や世帯の

実情に見合った支援プログラムが確立できることが，本研

究における研究成果として期待できる。

２．生活保護制度における就労の位置づけ

はじめに，生活保護制度の利用者の生活上の義務につい

て整理する。生活保護利用者には生活上の義務があり，生

活保護法第60条に，「被保識者は，常に，能力に応じて勤

労に励み，支出の節約を図り，その生活の維持，向上に努

めなければならない」と規定されている。ここからは，小

山(1991)『改訂増補生活保護法の解釈と運用』を参考に

しながら被保護者の義務について法の趣旨に沿って整理し

ていくこととする。生活保護制度は公費で賄われる仕組み

であることから，制度利用段階から一定の制限が掛かって

くるものである。就労できない，傷病を有している，高齢

であるなどの要件を満たすことではじめて受給できるもの

であるが，受給することは「受給し続けることができる」

ことを意味しているわけではないことを理解しなければな

らない。利用している場合でも法に規定されているように

能力に応じた努力は求められるものであり，これに従わな

い場合には指導の対象となる。本条の趣旨について，小山

は被保護者たる状態を継続させるための要件を日常生活に

おける義務の面から規定したものであるとしている。すな

わち，生活保護生活に慣れてしまい，能力があるにも関わ

らず生活保護制度からの脱却を目指さなくなってしまうこ

とを懸念しているからに他ならない。生活保護制度を支え

ているのは国民からの支出であることもあり，勤労生活を

送る国民感情に配慮した上での義務であるともいえるだろ

う。加えて，小山は単なる救貧的な役割に留まるのではな

く，自立助長の理念からも権利の享有に対応する義務の履

行を身に付けさせることが必要であると指摘している（小
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山1991：639)。解釈としては，「勤労に励み」については，

就労できない事情を有している者についても勤労を求める

ものではないこと，「支出の節約を図り」については計画

的な支出調整を行うこと，「向上」とは自立促進を生活内

容の面から捉えていること，「努めなければならない」に

ついては，本条に違反しても直接の制裁を行うものではな

く，指導や指示に従わない者に対しては保護の変更等が可

能となるとしている(小山1991：６３９‐640)。

近年における生活保謹制度関連の研究動向としては，自

立支援プログラムに重点が置かれている。生活保護法にお

いては法制度や制度設計を含め，運用上の課題を扱った研

究が多く，就労に関しては就労自立支援プログラムの構造

分析に重点が置かれている｡先行研究の中で,岡部ら(2010）

は，科学研究費補助金・基盤研究(B）「生活保護における

自立支援の在り方に関する研究」の中で，自立支援プログ

ラムに関する研究を行っている。自立支援の理論的検討か

ら自立支援方策，ソーシャルワークの検討に至るまで詳細

に文献研究した上で，調査研究として自立支援プログラム

の取り組みを福祉事務所と利用者へインタビューを行うこ

とで，現状と課題について明らかにしている。利用者イン

タビューについては，分析においてストレングスの視点で

コーディングして分析しており，利用者が生活保護制度や

自立支援プログラムに取り組む上で,利用者の意識や経験，

自立に向けた力や支えはどのように推移していったのかを

分析している。他にも，生活保護自立支援の手引き編集委

員会(2008)は，『自立支援の手引き』の中で自立支援の流

れからケースワーカーの基本的態度や面接のポイント・技

法に至るまで取り上げている。生活保護行政の課題として

は，必ずしも社会福祉の専門職が支援を担当するわけでは

ないために，実用書としても『自立支援の手引き』が果た

す役割は大きいものがある。本書の特徴としては，アセス

メント項目や自立支援計画表に関する記載要領や記載例も

示しており，支援過程に沿った解説書となっている点であ

る(生活保護自立支援の手引き編集委員会2008：１０‐５２)。

先行研究の傾向としては，自立支援プログラムの構造分

析と事例研究が多く，就労支援対象者の選定基準や就労支

援過程等に関しては既存のシステムである個別支援が基礎

となっている。現状の仕組みは，就労に関する課題の把握

(本人の健康状態や就労意欲，就労阻害要因等)を行うこと

から始まり，個別に就労支援対象者を選定する仕組みと

なっている。しかし，支援対象者の選定や支援方針につい

てはケースワーカーの判断に頼っている現状があるので，



選定基準や支援方針については十分な検証が進んでいな

い。自立支援プログラムの実施状況や各自治体の取り組み

を見てみると，自立支援に向けた取り組みは進んでいると

いえるだろう。就労支援に関する先行研究としては，職業

リハビリテーションに関する研究等がある。職業リハビリ

テーションにおいては，「ジョブコーチ」や「職業アセス

メント｣，「職業指導」などにも代表されるように、研究と

実践が積み重ねられている｡加えて,専門機関としても,｢地

域障害者職業センター」や障害者総合支援法においても就

労支援に関する支援も実施されており，障害を有している

方々への支援については一定の成果が出ているといえるだ

ろう。しかし，生活保謹利用者に対しては十分な支援や専

門機関は存在せず，ケースワーカーによる支援やハロー

ワークとの連携による支援が中心である。今後の展望とし

ては，研究仮説にて示した通り，ケースワークの展開過程

に準ずるだけではなく，就労支援対象者を分類して分類に

応じた支援プログラムの策定を検討するべきである。

活保護制度から脱却するためには安定的な収入の確保や傷

病等の治癒が重要であるが，中高年齢層にとって安定的な

就業の場を確保することが難しい現状があることから，生

活保護の受給期間が長期化していることが予想される。生

活保護利用期間が長期化している背景には経済不況等によ

る社会情勢の厳しさも予想されるが，保護を利用しながら

効果的な支援を行うことで生活保護利用に至った要因を解

消しつつ，生活保護からの脱却に向けた取り組みを行うこ

とが出来れば，保護の停止･廃止を促進できるはずである。

表１世帯類型別被保護世帯数の年次推移
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３．生活保護制度の動向

3.1．生活保護利用者の現況

生活保護利用者の現状は，リーマンショックや震災の影

響により増加傾向にある。以下より，世帯類型・世帯人員

別被保護世帯数について統計結果を用いて整理していく。

表ｌにおいては，高齢者世帯に次いで「障害者、傷病者

世帯」が多いことが分かる。加えて，年次推移を見ても分

かるように，「その他世帯」も増加傾向にあることが明ら

かになっている。高齢者や障害・傷病者世帯，母子世帯に

おいては，利用者自身の傷病や就労阻害要因を有している

ことから就労機会に恵まれず，収入の確保が困難であるこ

とから一定の利用者数が生じることが予想される。しかし，

｢その他世帯」は，「高齢者倉世帯、母子世帯、障害者・傷病

者世帯以外の世帯」と定義されている')。就労可能性を有

していることが期待されるため，積極的な就労支援の対象

として考えていく必要もあるだろう。

世帯類型別の世帯人員数は，「高齢者世帯，母子世帯，

障害傷病者世帯，その他世帯」とともに，１人世帯が最も

多い。保護受給期間は,高齢者世帯(１０年以上が最も多い)，

母子世帯（１年～３年未満)，障害傷病者世帯（１年～３年

未満)，その他世帯（１年～３年未満)が最も多くなってい

る。年齢階級別被保護人員は，７０歳以上が最も多く，６０歳

以上の中高年齢層が全体の約半数を占めている望)。保護受

給期間の長期化が進んでいる現状からも分かるように，生

出典：国立社会保障・人口問題研究所3）

3.2．生活保護法における就労の位置付けと運用

生活保護法第４条に「保護は，生活に困窮する者がその

利用し得る資産，能力その他あらゆるものを，その最低限

度の生活の維持のために活用することを要件として行われ

る｡」と規定されているように，「稼働能力の活用」は保護

の補足性の観点からも必要な行為である。厚生労働事務次

官通知にも「要保謹者に稼働能力がある場合には，その稼

働能力を最低限度の生活の維持のために活用させること」

と規定されている。厚生労働省社会・援護局長通知には，

①稼働能力があるか否か，②その具体的な稼働能力を前提

として，その能力を活用する意思があるか否か，③実際に

稼働能力を活用する就労の場を得ることができるか否かに

より判断し，必要に応じてケース診断会議や稼働能力判定

会議等を開催することが規定されている。その他にも，年

齢や医学的評価だけでなく，資格や生活歴,職歴等の把握．

分析，求職活動の具体的な把握の徹底，地域の有効求人倍

率や求人内容を客観的に分析し，就労阻害要因を考慮した

対応を行うことを規定している(生活保護手帳2013：173)。

2３

被保腫世帯融

総数 高齢者

世帯

母子世帯 障害者世帯 傷病者世帯 その他の

世帯

昭和33年度

０
５
０
５
０
１
２
３

４
４
５
５
６
６
６
６

平成元年度

５

０
５
０
１
２
３

１
１
２
２
２
２

世帯

549.050

605.140

629,220

704,785

744.724

778,797

744,115

712.302

679.510

653,414

585.086

662.094

939,733

145.913

270.588

405.281

492.396

世帯

113.490

138,650

197.520

221.241

225.341

243,259

239.985

236.685

234.017

233.370

240.690

294.680

435.804

523.840

563.061

603,540

636.469

世帯

７８．７４０

８３．１００

６４，９２０

７０．２１１

95.620

113.979

108.108

101.069

９１．３０４

８２．３９６

５４．６９７

54,503

８２．２１６

９３．４０８

99.592

108.794

113.323

世帯世帯

820

205.540

141‘１８０

９０，８７５

80.986

72678

６８．１８５

６３．７７９

５９．４５３

５５，２３０

４２．３３８

４５，３２９

84.941

121.570

171.978

227.407

253.７４０

世帯’
３５６

177,850

225.600

322,458

342,777

348.881

327.836

310.769

294.736

282.417

247.362

267,582

241.489

269.362

289.166

308.150

319.376

95.283

37.733

46.790

57,390

69.488
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次に，就労支援の取り組みの一環として，生業扶助を取り

上げる。これは，生活保護利用者の稼働能力を活用して，

利用者の自立を図ることを目的としたものである。生業扶

助について，生活保護法第17条には，「困窮のため最低限

度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのあ

る者に対して,左に掲げる事項の範囲内において行われる。

但し，これによって，その者の収入を増加させ，又はその

自立を助長することのできる見込のある場合に限る。①生

業に必要な資金，器具又は資料，②生業に必要な技能の修

得，③就労のために必要なもの」と規定している。生業扶

助の種類は，①生業費(専ら生計の維持を目的として営ま

れることを建前とする小規模の事業を営むために必要な資

金又は生業を行うために必要な器具若しくは資料)，②技

能修得費(生計の維持に役立つ生業に就くために必要な技

能を修得する経費)，③就職支度費(就職の確定した被保護

者が，就職のため直接必要とする洋服類，履物等）となっ

ている』)。生業扶助基準は，生業費，技能修得費(技能修

得費，高等学校等就学費)，就職支度費で構成される(生活

保護手帳2013：252)。

上述したように，生活保護制度には，①稼働能力の活用

が求められること，②就労による生計の維持を目指した仕

組みが存在している。就労に関する位置付けはあるものの，

どのような運用がなされるかが重要であるといえる。生活

保護制度の運用においては，「指導指示」がある。指導指示

は，保護申請時から実施され，保護の受給要件や保護を受

ける権利，保護を受けた場合の生活上の義務や届出につい

て指導を行うことになっており，必要な助言指導に従わな

い場合には保護申請を却下することを指導することになっ

ている。保護受給中には，特に就労に関して指導指示が行

われる。具体的には，就労阻害要因(傷病の回復，介護や育

児を要しなくなる場合等)が解消した場合や現に就労してい

ても本人の稼働能力と収入が見合わない場合，収入に関す

る申告を行わない場合，届出の義務を怠る場合等，様々な

場面で実施される。保護停止中には生活状況を把握しつつ，

必要な場合には生活の維持向上に関して適切な助言指導を

行うことになっている(生活保護手帳2013：326-329)。

４．自立支援プログラムの現状と課題

自立支援プログラムは就労・日常生活・社会生活の３本

柱で構成されており，生活保護制度における自立を達成す

るために重要な役割を担っている。生活保護利用者自身あ

るいは世帯の状況を把握した上で，個人や世帯の状況や自
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立阻害要因を踏まえて，それぞれのプログラムが相互に補

完し合いながら，生活保護利用者あるいは世帯の自立に向

けた働きかけを行っていくものである。とりわけ，自立を

果たす上で中核の役割を果たすのは就労による生活保護か

らの脱却であり，積極的な就労支援の推進は今後とも推進

されていくことが予想される。

現行の就労自立支援プログラムは、①生活保護受給者等

就労支援事業(福祉事務所が支援対象者を選定し，ハロー

ワークと福祉事務所が連携して就労支援チームを編成・支

援を行うもの)，②福祉事務所に配置されている就労支援

員による支援(ハローワークと連携して行うプログラムで，

就労意欲・能力がある程度ある者を対象とするもので，事

前指導として履歴書の書き方や面接練習，ハローワークヘ

の同行訪問等を行う)，③では①と②を実施していない福

祉事務所で実施する事業(福祉事務所が支援対象者を選定

し，組織的に就労指導を行うためのプログラムを組んで，

就労支援を行うもの)の３つの事業を組んで，生活保護利

用者への就労支援を実施している(石橋ら2012：５１)。その

一方で，布川(2006)は，生活保護受給者等就労支援事業の

実態について，ハローワークと連携できたことでそれまで

の就労支援と比べて専門機関の連携が取れたことを評価し

つつも，ハローワークに任せてしまっていることや稼働能

力活用要件の確認としての機能となっている現実があると

指摘している(布川2006：14-16)。

自立支援の観点からも就労自立支援プログラムは，自立

支援プログラムの３本柱の中核として重要な位腫付けであ

ることは間違いないだろう。就労に就くこと＝収入の痩得

が生活保護制度からの脱却に大きな効果があることは明ら

かであり，就労支援に特化したプログラムを実施すること

で就労支援の成果につながり、生活保護利用者の減少につ

ながることを意味しているからである。現状の仕組みで

は，就労意欲の本人確認や就労能力をケースワーカーが判

断することで就労支援の対象者を選定している。本人の意

思確認を行うことは必要ではあるが，単なる意思確認で終

わるのではなく，就労可能性を明確に設定した上で就労支

援対象者を選定することは必要であり，さらに就労支援対

象者への支援を実施する際に支援対象者毎にグループを作

ることで，支援方針を設定することも効果的であると考え

る。現状の仕組みにおける課題の中には，本人確認やケー

スワーカーの判断に委ねられた仕組みが中心であることや

求人選択に対する規則が不十分である点が挙げられるだろ

う。今後の展望として，本人確認だけでなく，就労可能で
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あるか否かの判断基準を明確し，対象者を一定の判断基準

の中で決定する仕組み作りが必要であるだろう。基準を設

定することでケースワーカーも支援方針が明確にできるの

で，円滑な支援が可能となることが期待できる。加えて，

就労支援中の指導に関しても，求人を自己都合で選択する

ことがないようにしなければならない。求人が出た場合に

は正当な理由なく就職活動を拒否することがないように，

助言指導に加え、従わない場合の罰則を設けることも検討

しなければならないだろう｡厳しく処罰を科すのではなく，

生活保護利用者にとって必要な助言指導であり，自立助長

を促すための手段としても助言指導は的確に行われなけれ

ばならない。岸(2001)は，自立助長について２面から進め

られているとしている。１つは，「指導や指示」と「検診

命令」や「保護の適格性の確認」に代表されるような厳し

い側面と，もう1つは生業扶助や他法他施策の活用に代表

されるようなあたたかい側面であり，自立助長には前者の

厳しい側面が基本的側面となると指摘している(岸2001：

174‐175)。岸も指摘しているように，自立助長の基本的

側面には指導的要素が強く表れていることが分かる。厳し

い側面ととらわれがちであるが，生活保護利用者の現状を

打開するためには，ある程度の指導的立場も求められるは

ずである。

自立支援を推進していく中でいかに自立助長を促してい

けるかが大きなポイントとなるので，生活保護利用者本人

の意思を自立支援に向けていくためにも，指導助言の立場

から関わることは必要な支援方法であるといえるだろう。

５．就労意欲減退防止に向けた取組み

本来，就職活動は自分の意思を持って，「勤めたい職場，

働きたい仕事」を見つけながら，希望の職場や職種の求人

がある場合に就職試験を受けて採用を目指していくもので

ある。しかし，現代の雇用情勢では若年層にとっても容易

なことではなく，希望が通らないことが多い。多くの場合

は，学生生活が終了した時点や資格を取得した時点，職場

が変わる時点等のライフステージに応じて，希望と合わな

い場合でも妥協を伴いながら就職活動を進めていくのであ

る。条件面での折り合いがつかなくても就職しなければ収

入もなく生活保障も保たれないため，就職活動に挑戦し続

けるわけだが，1度や２度の失敗(不採用)ではなく何度受

けても採用されない現実が続くと，就労意欲自体が減退す

ることにもなりかねない。加えて，離職期間も長期化する

ために履歴書にも空白の時間が出来ることになり，結果と
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して採用が遠ざかる要因にもなってしまう。生活保護制度

では，既述しているように就労支援に積極的に取り組むこ

とで自立を目指すことを目的にしているが，就職活動の失

敗が続くと就労への畏‘怖が生じてしまうので，失敗した際

にいかに利用者とのかかわりを持つことができるかが就労

意欲の減退防止につながる要素となり得る。

就労意欲を上げるためには，就労インセンティブを高め

ることができる制度設計でなければならない。そのため，

生活保謹制度には収入の認定(基礎控除等を含む)や就労自

立給付金(平成26年７月１日から実施)，就職活動促進費の

仕組みがあり，就労意欲減退を防ぎ，保護の廃止に向けた

仕組みが設定されている。収入の認定については保護の開

始時から変更の申請においても必要となるものであり，控

除も含め，就労意欲の向上に一定の効果が期待できるもの

である｡就労に伴う収入認定には,①勤労収入,②農業収入，

③農業以外の事業収入，④その他不安定な就労による収入

がある。その他，就労に伴う収入以外の収入(年金や仕送

りや贈与等）もある。収入として認定しないものもあり，

具体例として，①出産，就職，結婚，葬祭等に贈与される

もの，②他法・他施策により貸し付けられる資金で自立更

生に割り当てられるものなどは，当該世帯の自立更生に役

立つものであれば収入として認定しないことになってい

る。これらに加え，勤労に伴う必要経費を控除する仕組み

として，基礎控除等がある。基礎控除は勤労に伴う必要経

費を認定することであり，「基礎控除額表(月額)」の区分

に応じて，控除額が設定されている（生活保護手帳2013：

268-293)。控除には，基礎控除以外も新規就労控除や未

成年者控除もある（生活保護手帳2013：294-297)が，宮本

(2009)が指摘しているように，生活保護制度における収入

の扱い方は就労を誘引するような基準になっていないとの

見方もある（宮本２００９：１０５)。控除の仕組みは，就労に伴

う様々な経費を控除することで，就労インセンティブを高

めるための効果が期待されるものであるが，控除されるこ

とのメリットを感じられるような基準にすることで，就労

移行を推進していくことを検討することも必要となるだろ

う。

近年の動向として，平成26年７月１日より就労自立給付

金が始まることになっている。この制度は，生活保護から

脱却すると同時に生じる税や社会保険料等の負担に対応す

るために，一定額を保護脱却時に支給するものである。生

活保護制度から脱却直後の不安定な生活から再度生活保護

を利用することがないように一時的な保障を行うことで不
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安定な時期の生活保障を行うことが必要であり，そのため

の手段として開始されることになる。支給機関は，都道府

県知事，市長及び福祉事務所を設置する町村長となってい

る。これは，保護受給中の就労収入のうち，収入認定され

た金額の範囲内で別途一定額を仮想的に積み立てて，安定

就労の機会を得て保護廃止に至った際に支給する制度であ

る。対象は，安定した職業に就いて保護を要しなくなった

者であり，積み立てた金額を保護脱却時に一括支給するも

のである。支給額は，単身世帯で10万円，複数世帯で15万

円(上限額）となっている(厚生労働省社会・援護局保護

課2013)。最後に，就労活動促進費についてだが，これは

早期に就労による保護脱却が可能と判断される者で，自立

活動確認書に基づき，求職活動を行っていることが条件と

なる。月額5,000円で，原則６カ月以内の支給となる（必要

と判断される場合には延長も認められる)。就職活動の実

績を勘案しつつ，活動状況や報告が不十分である場合には

支給停止の措置もある(生活保護手帳2013：227-231)。

上記のように，生活保護制度は様々な仕組みがあり，そ

れぞれを上手く活用することで就労意欲を促進するように

制度設計が行われている。しかし，最も必要なことは制度

と利用者をつなぐ支援の在り方である。ケースワーカーの

煩雑な業務の中で，十分な就労支援を展開することは限界

があるが，早期の対応(介入)であるほど，就労支援の効果

(成果を含む)は高まることが期待される。本稿では，就労

意欲の減退防止のためにも，早期に的確な支援対象者を選

定し，対象者に合った支援方針を確立することが望ましい

支援の在り方であり，そのための方策として支援対象者の

分類(グルーピング)について提案している。

６．ドイツにおける職業選択基準

ドイツの公的扶助(わが国の生活保護に相当)は，わが国

の生活保護と同様に，あらゆる能力の活用(例えば要保護

者の労働能力の活用等)を優先している。しかし，日本と

ドイツの違いとして，労働能力の活用と資産の活用を同一

に捉えていない。ドイツでは労働能力の活用と所得と資産

の活用とは区別して取り扱っている。ドイツでは，労働能

力の活用に関して具体的な要件を設けている。ドイツでは，

労働能力の活用を求められる要件として，「就労受入可能

性」という概念を用いている。ドイツでは就労に関する規

定だけでなく，職業選択においても基準が設定されている。

社会法典第２編第１０条では，ある仕事が利用者の以前の教

育や仕事にふさわしくない，あるいは低く評価されるとい
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う理由だけで，その仕事に就かなくてもよいことにはなら

ない。また,以前の仕事に比べて職場への通勤距離が遠い，

労働条件が悪い等を理由に就労を拒むことができないこ

と，すなわち全ての仕事が就労受入可能であることを明記

している。ただし，次のような場合は就労受入ができない

要件として，例示している。①身体的，知的あるいは精神

的な負担過重(扶助を必要とする者にとって，「身体的，知

的，精神的に」負担が過重となる仕事は，すべて就労受入

可能とはならない。判断基準は，必要に応じて医師の診断

で確定される)，②特殊的身体的負担をかけてしまう場合

(過去の本業が特別な身体的能力を必要としていて，その

本業への復帰を将来的にできなくするような仕事等)，③

児童養育を妨げる恐れ(子どもの養育を脅かす恐れのある

仕事は就労受入可能とはならない)，④家族の介護(就労と

家族の介謹が両立できない場合)，⑤その他の重大な理由

(例えば，労働条件あるいは労働保護規則において拘束力

を持つ規則が守られなかった場合や宗教上や法律，道徳に

反する仕事等)などの要件以外は，本人の希望で職業・職

種の拒否が出来ないように規定されている（田畑2007：３２

－３５)。

ドイツでは，就労可能な受給資格者の義務違反に対する

制裁規定についても詳細に規定されている。①労働適応協

定または第１5条第１項第６文により，それに代わる行政行

為に定められた義務を果たすこと，とりわけ自身の努力を

十分な範囲で証明することを拒否する，②要求可能である

仕事，教育，臨時労働等を始めるまたは続けることを拒否

するなど，③要求可能である労働対策を始めない，中断す

るなどが義務違反の内容とされる。義務違反を行うと，失

業手当Ⅱが減額・中止されることになる（田畑2014：１４６‐

149)。

７．考察一就労支援過程の再構築-

7.1．就労支援過程とアセスメント

7.1.1．就労支援過程の再構築

就労自立支援プログラムは，生活保護利用者に対する自

立支援の仕組みとして効果的な仕組みであるといえる。し

かし,実際の支援における対象者の選定は,ケースワーカー

による判断が重視される。そのため，ケースワーカーによ

る意識の差異が支援に関係してくる懸念もあるために，誰

が行っても差異のない支援過程や支援方法が確立される必

要がある。就労支援対象者への適切な支援には２つの視点

が必要であると考える。１つは稼働能力の適切な判定基準
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の設定､２つ目は就労支援対象者の分類である。本稿では，

２つ目の「就労支援対象者の分類」について提案していく。

生活保護制度における分類は，先述したとおり，「高齢

者世帯，障害者傷病者世帯，母子世帯，その他世帯」に分

けられている。現状の仕組みでは，就労支援対象者は生活

保護利用者本人の就労意欲と就労阻害要因の確認をケース

ワーカーが行うことで支援が開始される｡利用者の中には，

１人暮らしである者もいれば，家族がいる者や就学中の子

どもがいる者，家族内で介護を要する者がいる者，就労経

験が乏しい者，低学歴の者等のように様々な背景がある。

生活保護を利用する者には様々な背景があり，生活保護を

利用するに至った経緯を踏まえた上で支援をしなければ本

当の意味での自立は達成されない。本稿では，それらを踏

まえた上で，就労支援対象者を分類することと就労支援プ

ログラムの支援過程について提案する。

就労支援プログラムの支援過程については，稼働能力の

判定→就労支援対象者の決定→就労支援開始前教育→就労

支援対象者の分類→アセスメント→プランニング→実施→

モニタリング→エバリュエーション→終結を提案する。従

来の支援過程に，①稼働能力の判定，②就労支援開始前教

育，③就労支援対象者の分類を加えている。①を加えた理

由は,現状の就労意欲の判定基準だけでは限界があるため，

現状の課題を解消するために稼働能力の判定を詳細に行う

ことが必要と考えたためである。②については，就労支援

を実際に開始する前に就労に関する意識(意欲)を高めるた

めに，自立支援計画を策定する前に就労に関する教育の機

会を提供することが就労支援の効果を高めると考えたため

である。③については，後述するが，就労支援対象者の分

類を実施することで，自立支援プログラムを実施する上で

の一定の判断材料になることが期待できる。さらに，就労

支援対象者の分類毎に支援プログラムが確立されると，就

労可能性があると判断された利用者に対する支援計画を立

てる際の参考になるので，円滑な就労支援プログラムの運

用につながるはずである。

7.1.2．就労支援過程におけるアセスメントの位置付け

生活保護利用者の就労支援を進めていくためには，支援

対象者の実情を把握した上で支援方針を確定していく必要

がある。アセスメントを行う際には，就労支援のアセスメ

ントシートを用いている。アセスメントシートには基礎

シートと支援検討シートがある。基礎シートの項目は，①

最終学歴や職歴，②医学的判断(仕事内容や勤務日数等)，
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③就労意欲の判断(求職活動の状況等)，④対象者が考える

就労イメージ・希望(希望の就労先)などとなっている。支

援検討シートの項目は，①現在の求職方法(履歴書の書き

方，面接の受け方，ハローワークの利用方法，ケースワー

カーの見立て)，②現在の支援方法(現在の支援状況，評

価)等となっている(生活保護自立支援の手引き編集委員会

2008：７１‐７２)。アセスメントは支援計画を立てる際に必

要となる事前評価である。現状のアセスメント項目は，個

人の実情を把握するために，本人の経歴から医学的見地ま

で捉える事ができる項目となっている。

アセスメントは，プランニングを行う上で必要不可欠の

要素であるが，そもそも就労意欲を有しているあるいは就

労可能であると判断される場合に，具体的な支援を開始す

る前に事前評価を行うことを目的とするものである。支援

対象者が決定した際には，一律に就労支援開始前教育を実

施すること，就労支援対象者の分類を行うことで，一定の

支援方針を確立した上でアセスメントを実施することを提

案したい。このことにより，就労意欲の向上が期待できる

からである。アセスメント項目自体は現実を捉えたもので

あり、医学的根拠も示される項目であることから一定の評

価はできる。しかし，単にアセスメントを実施するだけで

は，就労意欲に関しては本心から就労に就きたいかどうか

の確認が不十分となることも懸念される。ケースワーカー

に対するパフォーマンスである可能性もあり，本人の就労

意欲を高めることや過去の失敗体験からの脱却を目指すに

は必ずしも十分とはいえないのではないかと考えている。

本稿では，アセスメントに至るまでに，就労支援開始前教

育を通して働くための準備をする時間を作り，就労支援対

象者の分類を通して，支援方針の明確化を図ることを提案

したいと考えている。

7.2．就労支援対象者の分類と支援方針

7.2.1．就労支援対象者の分類

本稿では，「就労意欲を高めるための就労自立支援プロ

グラムの支援過程」について提案しているが，就労支援対

象者の分類について詳細に検証していく。

就労支援対象者は就労可能か否かを「稼働能力の判定」

にて区分することから始まり，対象者を決定してアセスメ

ントから支援計画策定，支援開始となる。支援過程の中に

就労支援開始前教育を実施することに加え，就労支援対象

者を分類して分類毎に支援方針を立てておくことで，支援

計画を立てる際に対象者の分類が参考にできると考えてい
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る。自立支援の基本方針は個別(または世帯)支援ではある

が，アセスメントをする際にアセスメントシートを用いる

だけでなく，支援対象者毎の支援方針を確立することでよ

り円滑な支援が可能になると考える。支援対象者を下記に

示すように分類に応じて支援対象者を分けて考えることで

ケースワーカーの支援方針を明確にすることにもつなが

り，更に支援方針を参考にしてアセスメントに活かすこと

も期待できる。以下より，具体的に分類例を示す。

グループｌ生活保護利用期間による分類(不就労者の場合）

①６カ月以内，②６カ月以上１２カ月以内，③１２カ月以

上２４カ月以内，④それ以上の利用期間

グループ２就労支援対象者の分類(年齢区分）

①20歳代，②30歳代，③40歳代，④50歳代，⑤６０
歳～65歳，⑥65歳以上

グループｌと２については，①の区分に該当する場合に

は早期の就労支援を開始することが重要である｡そのため，

生活保護を利用すると同時に保護申請の理由を踏まえつ

つ，本人の希望する職種や雇用条件を確認し，就労支援を

早期に開始することが重要である。就労阻害要因を有する

場合には，早期に解消に向けた働きかけが必要である。就

労支援を急ぐ理由は履歴書に空白期間を生まないようにす

ること，離職期間が長期化することで再就職への意欲が低

下する恐れがあるために早期の支援が効果を上げるからで

ある。年齢も重要であるが，生活保護利用期間が短い内か

ら積極的な支援を行うことが自立に向けた効果的な支援が

可能となるため，早期の支援を実施するためにも生活保護

利用期間に応じて分類を行うことで，支援対象者を明確に

するべきである。

グループ３職歴による分類(職業分類(大分類)5)を用いる）

Ａ・管理的職業,Ｂ，専門的･技術的職業,Ｃ・事務的職業，

Ｄ・販売の職業,Ｅ・サービスの職業,Ｆ，保安の職業,Ｇ・
農林漁業の職業，Ｈ、生産工程の職業，１．輸送・機械運

転の職業，Ｊ，建設・採掘の職業，Ｋ・運搬・清掃・包装
等の職業

グループ４学歴や資格の分類

①義務教育（小学校・中学校)，②高等学校，③大学，

④短期大学，⑤高等専門学校，⑥大学院、⑦その他（専

修学校等）

2８

さらに，グループ３やグループ４にあるように，本人の

制度利用前の職歴や学歴，資格の聞き取りを丁寧に行い，

これまで継続できていた仕事(職業)とのマッチングを考慮

し，地域の求人状況を調べて紹介を行うことも効果が期待

できるはずである。就労支援の課題として，希望する職種

と異なる求人に対する対応がある。職業選択は個人の自由

であるが，本人の希望と実際の求人情報に相違があった場

合に支援対象者に対してどのような指導ができるかがポイ

ントとなる(川崎2014：５)。本人が働きたくないという理

由だけで職業選択を拒否することがあってはならないため

に，先述したドイツの基準のように明確な理由のない就労

拒否については指導の対象としなければならないだろう。

指導の対象を明確化するためにも，職歴に応じた分類と学

歴や資格の分類を用いて，求人状況と合致している場合に

は就職活動に挑戦するように指導方針を設定することで，

ケースワーカーが指導する際の理由付けとなるだろう。

7.2.2.グループ毎の支援プログラムと支援方針

以下に，グループ毎に支援プログラムと支援方針を示し

ている。グループ毎に支援プログラムと支援方針を確立す

ることで，支援計画を立てる際の方針となることが期待で

きるので，グループ毎の支援方針の設定を行うことは就労

支援において効果的であると考えている。7.2.1で分類して

いるグループ毎に支援プログラムと支援方針を設定してい

るが，グループ’については生活保護利用期間に応じた支

援プログラムを設定しており，とりわけ利用期間が短い内

に積極的な働きかけをする方針を立てている。グループ２

は年齢区分に応じた支援プログラムを設定しており，若い

世代であるほど積極的な働きかけをする方針を立ててい

る。グループ３は，職歴に応じた支援プログラムを設定し

ており、生活保護利用前の状況を職業分類に応じて職種．

職業を分類してグループを形成し，利用者にとって勤めや

すい職種・職業を紹介するまたは検討するように働きかけ

る方針を立てている。グループ４は学歴や資格によって分

類しており，職種・職業によってはエントリーできないも

のもあるので，職業選択の方針を明確にできるように分類

して働きかけを行うように方針を立てている。

本稿における研究仮説の論証として，7.2.1で示したよう

に，①就労支援対象者を分類することで，就労支援対象者

の詳細な枠組みが確立することは可能である。さらに，本

節で示しているように，分類に応じて支援方針を立てるこ

とで，個人や世帯の実情に見合った支援プログラムを確立
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することもできる。それぞれのグループで示したように，

分類に応じた支援プログラムと支援方針を確立すること

で，より効果的な就労支援を展開することが可能となる。

グループｌ生活保護利用期間による分類(不就労者の場合）

①６ヵ月以内（６ヵ月を目途にして，就労阻害要因の解
消を目指す）

支援プログラム：６カ月以内に就職活動(面談)を２回以

上実施する。

※支援方針：比較的短期間での就労阻害要因の解消が見

込まれる者(例：傷病の治癒が６ヵ月以内

が想定される)，育児や介護が必要な者が

いる場合には，６ヵ月以内での解消が見込

まれる者(例：託児施設や入所施設の確保

が見込まれる)などが想定される。

②６ヵ月以上12ヵ月以内

支援プログラム：１２ヵ月以内に就労阻害要因が解消され

る見込みがあれば，就職活動(面談)を

１回は実施する。

※支援方針：６ヵ月経過時点で就労阻害要因の現況につ

いて判断する。１２ヵ月以上長期化すること

が見込まれる場合には，就労支援対象者か

ら一旦外す。

③12カ月以上24カ月以内

支援プログラム：就労意欲喚起等支援事業の活用

※支援方針：厚生労働省が示しているように，就労意欲

や生活能力・就労能力が低いなどの就労に

向けた課題をより多く抱える生活保護受給

者に対して，就労意欲の喚起を図るための

支援を福祉事務所が民間職業紹介事業者や

NPO法人等に委託して実施し，既存の就

労支援策とあわせて生活保護受給者の更な

る就労支援策の充実を図る事業のことであ

る。具体的には，（ｉ）就労意欲喚起のため

のカウンセリング，（ii）生活能力(生活習

慣・社会マナーなど）向上のための訓練，

（iii)就労能力(パソコン操作・機械操作等）

向上のための職業訓練,（iv)職業紹介,（ｖ）

就労活動支援，（vi)離職防止支援等である

（厚生労働省6))。
④それ以降の利用期間

支援プログラム：就労支援開始前教育の徹底と就労体験

※支援方針：２年以上生活保護を利用(不就労者の場合）

しており，就労体験から離れている期間が

長期化しているために就職活動を始めても

本人の不安が強いことが予想される。就労

意欲を持ってもらうために，就労支援開始

前教育を徹底することと職場体験やボラン

ティアなどを通して，就労体験を実施する

ことから始めるべきである。一定の成果が

認められれば，就労意欲喚起等支援事業を

活用する。

2９

グループ２就労支援対象者の分類(年齢区分）

①20歳代～30歳代

支援プログラム：週１回以上の就職活動を義務づける。
※支援方針：就業の機会が多く，再就職の可能性が高い

ために積極的な働きかけを行う。

②40歳代～50歳代

支援プログラム：月に1度以上の就職活動を義務づける。
※支援方針：高年齢者ではあるが，就業の機会は十分に

見込めるため，本人の希望を考慮しつつ，

積極的な働きかけを行う。

③60歳～65歳

支援プログラム：体力面を考慮した職種を紹介する。
※支援方針：年齢が高く，就労の機会が制限されるため，

地域の高齢者の求人状況を考慮する。

④65歳～

※支援方針：本人の希望がある場合のみ，支援を展開す

る。

グループ３職歴による分類(職業分類(大分類)を用いる）

A、管理的職業,Ｂ・専門的･技術的職業,Ｃ事務的職業，
D・販売の職業，Ｅ、サービスの職業，Ｆ・保安の職業，

G・農林漁業の職業，Ｈ・生産工程の職業，１．輸送・機

械運転の職業，Ｊ・建設・採掘の職業，Ｋ・運搬・清掃・

包装等の職業

支援プログラム：従前の職歴の中で，継続出来ていた職

種を中心に就職活動を勧めていく。

※支援方針：従前の職歴により身心上の傷病等を有して

いる場合を除き，継続したことのある職種

は本人にとっても自信になるので検討に値

すると考える。反面，継続性のなかった職

種や関連する職種については，失敗経験を

有している可能性もあるので，仮に就職で

きても継続性が乏しいと考えるべきであ

る。

グループ４学歴や資格の分類

①義務教育(小学校・中学校)，②高等学校，③大学，④

短期大学，⑤高等専門学校，⑥大学院、⑦その他(専修

学校等）

支援プログラム：学歴や資格に応じた就職活動を勧めて

いく。

※支援方針：学歴や資格要件が必須の職種については検

討に値しないため，職業訓練等で取得でき

る資格がある場合には，一定期間の職業訓

練を実施後に就職活動を開始する。

８．おわりに

本稿においては，就労支援対象者の分類と支援グループ

毎の支援プログラムについて，就労支援対象者の分類と支

援グループ毎の支援プログラムと支援方針を確立すること

で就労支援の円滑な展開について考察を行った。生活保護

利用者に対する就労支援は，利用者個人または世帯の現況

(就労意欲や就労可能性を含む)に応じて支援を進めていく
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が,あくまでも個に関する支援が中心であった。そのため，

ケースワーカーによる「就労可能性」の判断だけでは,ケー

スワーカーの過重な負担が生じてしまう。そのような事態

にならないためにも，対象者の分類とそれに伴う支援過程

の再構築が必要であると考える。結果として，誰が行って

も差異のない均一の支援を実現することができるからであ

る。ケースワーカーの業務は多岐に渡るため，日常生活に

関する業務だけでも負荷が大きいものである。そのため，

支援を行う際の支援方針として支援対象者の分類とグルー

プ毎の支援プログラムを展開することで，業務負担の軽減

につながることも期待できるだろう。

今後の研究課題として，支援対象者の分類とグループ毎

の支援プログラムについて，生活保護利用者にとって充実

した就労支援となるように，職業リハビリテーションを踏

まえた積極的な就労支援体制の在り方について更なる検証

を進めていきたい。今後の展望としては，分類の効果と支

援プログラムの効果について更なる論証を進めていき，就

労を基礎とした生活保護制度の運用が可能となるように論

考を深めていきたい。
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注

ｌ）高齢者世帯は男女ともに65歳以上で構成されている世帯若し

くはこれらに18歳未満の者が加わった世帯。母子世帯は現に

配偶者がいない65歳未満の女子と１８歳未満の子のみで櫛成さ

れている世帯。障害者・傷病者世帯は世帯主が障害者加算を

受けているか,障害・知的障害等の心身上の障害のため働けな

い者である世帯並びに世帯主が入院しているか,在宅患者加算

を受けている世帯若しくは世帯主が傷病のため働けない者で

ある世帯のことである。

２）国立社会保障・人口問題研究所(2014)．「生活保謹に関する公

的統計データー覧」を用いている。

（htlp:"www・ipss､gojp/S-infb0/seiho/seiho､asp,2014年３月６日更新）

３）国立社会保障･人口問題研究所(2014)．「社会保障統計年報デー

タベース：生活保護に関する公的統計データー覧世帯類型

別被保捜世帯数及び世帯保謹率の年次推移」を用いて筆者が

作成。

（http://wwwipss､gojp/S-infM/seiho/seiho､asp,2014年３月６日更新）

４）厚生労働省社会・援護局保謹課(2013)．第15回社会保障審

議会生活保護基準部会資料２「生業扶助及び一時扶助につ

3０

いて」を用いている。

（http:"www､mhlw,gojp/file/05-Shingikai-l2601000-Seisakut‐

oukatsukan-SanjikanshitsuShakaihoshoutantou/0000030045.pdf

平成25年11月22日更新）

5）厚生労働省「職業分類表(平成24年３月改定)」の大分類を用

いている。

（http://wwwkochinet､edjp/shutaikyo/yoshiki/shokugyo(H24.3)．

ＰｄＤ

６）厚生労働省「政策について：３．厚生労働省におけるNPO法

人との協働事業一覧(事業詳細)地域福祉・ホームレス対策等」

を用いている。

（http:"www､mhlw､gojp/topics/npo/03/10-05.html,2012年５月29日

更新）
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